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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定属性を有する所定利用者に適した仕様を有する所定エレベータを含む複数台のエレ
ベータの運行を制御するエレベータの群管理制御装置であって、
　特定階のエレベータ乗場に至る経路上に配置されたセキュリティゲートに配置された情
報取得部により取得された利用者情報に基づく行先階を複数台のエレベータのうちのいず
れかに割り当てる制御部を備え、
　前記制御部は、
　　前記特定階からの各エレベータの出発時の乗車率が乗車率上限値以下となるように前
記行先階を前記複数台のエレベータのうちのいずれかに割り当てるように構成されており
、
　前記制御部は、
　　前記利用者情報が示す利用者が前記所定属性を有する所定利用者でありかつ当該所定
利用者が前記セキュリティゲートを通過したことを示す所定利用者通過情報が入力された
ときは、前記所定利用者の前記所定エレベータへの乗車を前提として、前記所定エレベー
タの乗車率上限値を、所定期間、通常時の第１の乗車率上限値よりも小さい第２の乗車率
上限値に低下させ、
　前記制御部は、前記所定利用者通過情報が入力された場合、その後、前記エレベータ乗
場に配置された上下方向乗場呼び登録部で上下方向乗場呼びが登録された場合に、前記所
定エレベータを前記特定階からの上下方向乗場呼びに応答させる、



(2) JP 6776549 B2 2020.10.28

10

20

30

40

50

　エレベータの群管理制御装置。
【請求項２】
　前記所定利用者通過情報は、前記情報取得部で利用者情報が取得された直後に前記制御
部に入力され、
　前記所定期間は、前記制御部に前記所定利用者通過情報が入力されてから、少なくとも
前記所定エレベータが前記所定利用者の行先階に到着するまでの期間である、
　請求項１に記載のエレベータの群管理制御装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記利用者情報が入力された直後の前記所定エレベータの前記特定階か
らの出発時の乗車率が前記第２の乗車率上限値よりも大きい場合、次回の出発時に乗車す
るよう所定報知部から報知させる、
　請求項１または請求項２に記載のエレベータの群管理制御装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記所定利用者通過情報が入力されてから第１の所定時間の間に上下方
向乗場呼び登録部での上下方向乗場呼びの登録がなかった場合、乗車率上限値を前記第２
の乗車率上限値から前記第１の乗車率上限値に戻す、
　請求項１に記載のエレベータの群管理制御装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記所定利用者通過情報が入力されたときに、前記上下方向乗場呼び登
録部に、上下方向乗場呼びの登録を受け付けることを依頼する呼び受付依頼情報を送信し
、
　前記上下方向乗場呼び登録部は、前記呼び受付依頼情報を受信したときに、上下方向乗
場呼びの登録を可能とし、前記呼び受付依頼情報を受信してから第２の所定時間が経過し
たときに、上下方向乗場呼びの登録を不可能とする、
　請求項１または４に記載のエレベータの群管理制御装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のエレベータの群管理制御装置と、
　前記セキュリティゲートに前記情報取得部を備え、前記情報取得部により前記利用者情
報を取得し、前記利用者情報に基づいて利用者の行先階を示す行先階情報または前記所定
利用者通過情報を前記群管理制御装置に出力する利用者情報取得装置と、を備える、
　エレベータの群管理システム。
【請求項７】
　前記利用者情報取得装置は、
　　利用者情報に対応付けて行先階情報を記憶する行先階記憶部と、
　　利用者の所持する識別媒体から利用者情報を取得する情報取得部と、
　　取得制御部と、を備え、
　前記取得制御部は、
　　前記情報取得部で取得された利用者情報が、当該利用者情報に対応する利用者が所定
属性を有する所定利用者でないことを示しているときは、前記情報取得部で取得された利
用者情報に対応する行先階情報を前記行先階記憶部から読み出して、読み出した行先階情
報を前記群管理制御装置に出力し、
　　前記情報取得部で取得された利用者情報が、当該利用者情報に対応する利用者が所定
属性を有する所定利用者であることを示しているときは、前記情報取得部で取得された利
用者情報が示す利用者が所定属性を有する所定利用者でありかつ当該所定利用者が前記セ
キュリティゲートを通過したことを示す所定利用者通過情報を前記群管理制御装置に出力
する、
　請求項６に記載のエレベータの群管理システム。
【請求項８】
　複数台のエレベータと、
　請求項６または請求項７に記載のエレベータの群管理システムと、を備える、
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　エレベータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレベータの群管理制御装置及び群管理システム、並びにエレベータシステ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、行先階呼びが発生したときに、複数台のエレベータのうちのいずれかの
エレベータに行先階呼びを割り当てるエレベータ制御システムを開示している。また、特
許文献１には、身障者の行先階呼びをいずれかのエレベータに割り当てた場合、身障者の
乗車性を考慮して、そのエレベータには健常者の行先階呼びを割り当てないようにするこ
とを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－２０８２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　車椅子利用者等の身障者は、かご内で健常者よりも広いスペースを必要とするため、身
障者の乗車性の観点からは、身障者が乗車しやすい身障者仕様のエレベータを設けること
が好ましい。しかし、複数台のエレベータが設けられている場合、エレベータ群としての
輸送能力の観点からは複数台のエレベータをどのように運行すべきかという課題がある。
【０００５】
　本発明は、身障者等の所定属性を有する利用者に適したエレベータを設けた場合におい
て、輸送能力と、所定属性を有する利用者の乗車性とを両立可能なエレベータの群管理制
御装置及び群管理システム、並びにエレベータシステムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様に係るエレベータの群管理制御装置は、所定属性を有する所定利用
者に適した仕様を有する所定エレベータを含む複数台のエレベータの運行を制御する。
　エレベータの群管理制御装置は、
　特定階のエレベータ乗場に至る経路上の所定位置で情報取得部により取得された利用者
情報に基づく行先階を複数台のエレベータのうちのいずれかに割り当てる制御部を備える
。
　制御部は、特定階からの各エレベータの出発時の乗車率が乗車率上限値以下となるよう
に行先階を複数台のエレベータのうちのいずれかに割り当てるように構成されている。
　制御部は、利用者情報が示す利用者が所定属性を有する所定利用者でありかつ当該所定
利用者が所定位置を通過したことを示す所定利用者通過情報が入力されたときは、所定利
用者の所定エレベータへの乗車を前提として、所定エレベータの乗車率上限値を、所定期
間、通常時の第１の乗車率上限値よりも小さい第２の乗車率上限値に低下させる。
【０００７】
　本発明の第２の態様に係るエレベータの群管理システムは、
　本発明の第１の態様のエレベータの群管理制御装置と、
　所定位置で利用者情報を取得し、利用者情報に基づいて、利用者の行先階を示す行先階
情報または所定利用者通過情報を群管理制御装置に出力する利用者情報取得装置と、を備
える。
【０００８】
　本発明の第３の態様に係るエレベータシステムは、
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　複数台のエレベータと、
　本発明の第２の態様のエレベータの群管理システムと、を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、特定階のエレベータ乗場に至る経路上の所定位置で所定属性を有する
所定利用者の通過が検知されたときに、つまり、所定利用者がエレベータ乗場に到着する
前に、当該所定利用者に適した所定エレベータの乗車率上限値が、所定期間、通常時の第
１の乗車率上限値よりも小さい第２の乗車率上限値に低下される。これにより、所定利用
者がエレベータ乗場に到着した際には所定エレベータが比較的すいた状態となりやすい。
そのため、所定利用者の良好な乗車性が得られる。また、乗車率上限値が低下されるのは
、所定期間のみである。そのため、乗車率上限値を低下させても、輸送能力に対する影響
は限定的である。したがって、身障者等の所定属性を有する所定利用者に適したエレベー
タを設けた場合において、輸送能力と、所定属性を有する利用者の乗車性とを両立できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態１におけるエレベータシステムが適用されるビルの特定階における機器
配置を示す概略平面図である。
【図２Ａ】実施形態１におけるエレベータシステムが適用されるビルの特定階における機
器配置を示す図である。
【図２Ｂ】実施形態１におけるエレベータシステムが適用されるビルの特定階以外の階に
おける機器配置を示す図である。
【図３】実施形態１におけるエレベータの群管理システムの構成を示すブロック図である
。
【図４】実施形態１における行先階登録装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図５】実施形態１における行先階登録装置の表示部の表示例を示す図である。
【図６】実施形態１におけるエレベータ制御装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図７】実施形態１におけるセキュリティゲートの外観を示す斜視図である。
【図８】実施形態１におけるセキュリティゲートの電気的構成を示すブロック図である。
【図９】実施形態１におけるゲート表示器の電気的構成を示すブロック図である。
【図１０Ａ】実施形態１におけるゲート表示器の表示例を示す図である。
【図１０Ｂ】実施形態１におけるゲート表示器の表示例を示す図である。
【図１１】実施形態１におけるセキュリティサーバの電気的構成を示すブロック図である
。
【図１２】実施形態１におけるセキュリティサーバの記憶部に格納されている利用者ＤＢ
の構成を示す図である。
【図１３】実施形態１における身障者用乗場呼び登録装置の電気的構成を示すブロック図
である。
【図１４】実施形態１における身障者用乗場呼び登録装置の正面図である。
【図１５】実施形態１におけるセキュリティサーバの動作を示すフローチャートである。
【図１６】実施形態１における行先階登録装置の動作を示すフローチャートである。
【図１７】実施形態１における群管理制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図１８】実施形態１における群管理制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図１９】実施形態１における身障者用乗場呼び登録装置の動作を示すフローチャートで
ある。
【図２０】実施形態１における身障者用乗場呼び登録装置の動作を説明する図である。
【図２１】実施形態１における身障者用乗場呼び登録装置の動作を説明する図である。
【図２２】実施形態１における身障者用乗場呼び登録装置の動作を説明する図である。
【図２３】他の実施形態における身障者用乗場呼び登録装置の正面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　本発明の実施形態におけるエレベータの群管理システムについて、図面を参照して説明
する。
【００１２】
（発明の背景）
【００１３】
　車椅子利用者等の身障者は、かご内で健常者よりも広いスペースを必要とするため、身
障者の乗車性の観点からは、身障者が乗車しやすい身障者仕様のエレベータを設けること
が好ましい。しかし、複数台のエレベータが設けられている場合、エレベータ群としての
輸送能力の観点からは複数台のエレベータをどのように運行すべきかという課題がある。
【００１４】
　例えば、身障者仕様のエレベータの乗車率の上限値（上限値とは、乗車定員に対して割
当てを許容する乗車人数の割合である。）を、例えば常に３０％程度の低めの値に制御す
れば、かご内に十分なスペースが確保され、身障者はいつでも乗込み可能となる。しかし
、輸送能力の点からは身障者仕様のエレベータであっても一般の利用者も乗車可能とする
ことが望ましい。しかし、身障者が乗車しやすい状態を維持するためには、乗車率上限値
を例えば３０％程度の低い値とする必要があるが、常時このような低い値にすると、エレ
ベータ群の輸送能力が低下することになる。
【００１５】
　本発明は、身障者等の所定属性を有する利用者に適したエレベータを設けた場合におい
て、輸送能力と、所定属性を有する利用者の乗車性とを両立可能なエレベータの群管理制
御装置及び群管理システム、並びにエレベータシステムを提供する。
【００１６】
（実施形態１）
１．構成
１－１．エレベータシステムの概要
　本実施形態におけるエレベータシステムの概要について説明する。図１は、実施形態１
におけるエレベータシステムが適用されるビル（建物）の特定階における機器配置を示す
概略平面図である。図２Ａは、実施形態１におけるエレベータシステムが適用されるビル
の特定階における機器配置を示す図である。ここで、特定階とは例えば当該ビルの外部に
つながるロビー階である。外部からビル内へ入場したビルの利用者は特定階を経由して他
の階に移動することとなる。本実施形態において、ビルは例えば地上１５階、地下１階の
ビルであり、特定階（ロビー階）は例えば１階であるものとする。

【００１７】
　本実施形態におけるエレベータシステムは、複数台のエレベータ（以下適宜「号機」と
いう）６０Ａ～６０Ｆと、群管理システムとを含む。エレベータの群管理システムは、エ
レベータ（Ａ号機～Ｆ号機。以下適宜「号機」という）６０Ａ～６０Ｆの走行および運行
を統合的に制御する。本実施形態では、一例としてＡ号機からＦ号機の６台のエレベータ
６０Ａ～６０Ｆが設けられている。各エレベータ６０Ａ～６０Ｆの乗車用開口がエレベー
タホール（エレベータ乗場）側に設けられており、利用者はエレベータホールからエレベ
ータ６０Ａ～６０Ｆに乗車する。なお、エレベータ６０Ａは、車椅子利用者等の身障者に
適した仕様を有する。エレベータ６０Ａを、以下適宜「身障者仕様号機」という。エレベ
ータ６０Ｂ～６０Ｆは、健常者用の通常の仕様を有する。以下の説明において区別する必
要がない場合、適宜、各エレベータを「エレベータ６０」という。
【００１８】
　本実施形態では、ビルのロビー階等の特定階において、複数台のセキュリティゲート２
０Ａ～２０Ｃが、エントランス（エントランスホール）からエレベータホールに至る経路
上に配置されている。なお、複数台のセキュリティゲート２０Ａ～２０Ｃは互いに同一の
構成を有する。そのため、構成等の説明において区別する必要がない場合、適宜、各セキ
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ュリティゲートを「セキュリティゲート２０」という。利用者は、エントランス側からい
ずれかのセキュリティゲート２０を通過してエレベータホールに進入する。
【００１９】
　ビル（建物）において、セキュリティゲート２０Ａ～２０Ｃよりもエレベータホール側
の領域を、以下適宜「特定領域」という場合がある。特定領域は、ビル（建物）において
、エントランス側からセキュリティゲート２０Ａ～２０Ｃを通過しないと入れない領域で
ある。そのため、特定領域には、エレベータホールだけでなく、各エレベータ６０のかご
内のスペースや、エレベータ６０を利用して移動可能な各階床のスペース等を含んでもよ
い。
【００２０】
　また、特定階には、行先階登録装置３０Ａが、エレベータホール（エレベータ乗場）に
至る経路の近傍に配置されている。
【００２１】
　本実施形態におけるエレベータシステムにおいて、特定階では、利用者がエレベータ６
０のかごに乗車する前にセキュリティゲート２０や行先階登録装置３０を利用して行先階
を予め登録する行先階登録方式が採用されている。群管理システムは、このようにして予
め登録された行先階についての呼び（行先階呼び）を、複数台のエレベータ６０のいずれ
かの号機に割り当てて、割り当てた号機を示す情報を利用者に報知し、割り当てた号機に
利用者を乗車させるように構成されている。具体的な制御については、後述する。なお、
特定階の行先階登録装置３０Ａは、エレベータホール内に進入した利用者が、割り当てら
れたエレベータ６０に乗り遅れたとき、あるいはＩＤカードに登録されている利用者ＩＤ
に対応付けられていないフロアに移動するときなどに、任意の行先階を登録可能とするた
めに設けられている。
【００２２】
　また、本実施形態におけるエレベータシステムにおいては、特定階における身障者の身
障者仕様号機の利用に関しては、上下方向乗場呼び登録方式が採用され、身障者は身障者
仕様号機に乗車してからかご内の行先階ボタンを操作して行先階を指定するようになって
いる。そのため、特定階には、身障者仕様号機に対する上下方向乗場呼びを登録するため
の身障者用乗場呼び登録装置８０が設けられている。身障者用乗場呼び登録装置８０の身
障者用乗場呼びボタン８５が操作されると、エレベータシステムは、上下方向乗場呼びを
登録し、身障者仕様号機を特定階に移動させ、かご内の行先階ボタンで行先階が指定され
ると、身障者仕様号機を特定階（出発階）から指定された行先階に走行させる。
【００２３】
　図２Ｂは、実施形態１におけるエレベータシステムが適用されるビルの特定階以外の階
における機器配置を示す図である。本実施形態におけるエレベータシステムでは、特定階
以外の階においては上下方向乗場呼び登録方式が採用されており、利用者はエレベータに
乗車してからかご内の行先階ボタンを操作して行先階を指定するようになっている。具体
的に、健常者は一般用乗場呼びボタン９１を操作することにより、また身障者は身障者用
乗場呼びボタン９２を操作することにより、上下方向乗場呼びを登録し、かごに乗車して
からかご内の行先階ボタンを押下して行先階を指定するように構成されている。そのため
、特定階以外の階にはそれぞれ、身障者仕様号機に対する上下方向乗場呼びを登録するた
めの身障者用乗場呼びボタン９２と、号機を限定しない上下方向乗場呼びを登録するため
の一般用乗場呼びボタン９１とが設けられている。身障者用乗場呼びボタン９２が操作さ
れると、エレベータシステムは、上下方向乗場呼びを登録し、身障者仕様号機を上下方向
乗場呼びの登録階（出発階）に移動させ、かご内の行先階ボタンで行先階が指定されると
、身障者仕様号機を登録階（出発階）から、指定された行先階に走行させる。また、一般
用乗場呼びボタン９１が操作されると、エレベータシステムは、上下方向乗場呼びを登録
し、全号機の中から最適な号機を選択し、選択した号機に当該上下方向乗場呼びを割当て
、割り当てた号機を上下方向乗場呼びの登録階（出発階）に移動させ、かご内の行先階ボ
タンで行先階が指定されると、割り当てた号機を登録階（出発階）から、指定された行先
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階に走行させる。
【００２４】
１－２．エレベータの群管理システムの構成
１－２－１．概要
　本実施形態におけるエレベータの群管理システムの構成を説明する。図３は、実施形態
１におけるエレベータの群管理システムの構成を示すブロック図である。本実施形態にお
けるエレベータの群管理システムは、群管理制御装置１０と、行先階登録装置３０と、複
数台のエレベータ制御装置４０Ａ～４０Ｆと、複数台のゲート表示器７０と、身障者用乗
場呼び登録装置８０と、複数の身障者用乗場呼びボタン９２と、複数の一般用乗場呼びボ
タン９１と、を有する。ゲート表示器７０は、セキュリティゲート２０に設けられている
。
【００２５】
　エレベータの群管理システムは、装置間で通信を行いながら、各号機に対する新規の行
先階呼びの割当制御を行う。各装置間は、情報伝送可能なネットワークＮＷを介して接続
されている。ネットワークＮＷは、例えばＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）等のＬＡＮ（Ｌ
ｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）により構成され、装置間での各種の情報の送受信
は、ＴＣＰ／ＩＰ等の各種のプロトコルにしたがって行われる。ネットワークＮＷ上に接
続されている前述の各装置は、装置間において、各装置が有する入出力インタフェースに
より、ＴＣＰ／ＩＰ等の各種のプロトコルにしたがった通信による信号伝送（情報伝送）
が可能である。なお、群管理システムを構成する各装置間は、他の信号形式のネットワー
クや、専用の信号網を介して接続されてもよい。
【００２６】
　各エレベータ（各号機）６０Ａ～６０Ｆは、かご、巻上機（モータ）、釣合おもり等を
有する。
【００２７】
１－２－２．群管理制御装置
　群管理制御装置１０は、複数台のエレベータ６０Ａ～６０Ｆの運行を統合的に制御する
。群管理制御装置１０は、新規の乗場呼びを、複数台のエレベータ６０Ａ～６０Ｆのエレ
ベータのうちのいずれかの号機に、各号機（かご）の乗車率が乗車率上限値以下となるよ
うに割り当てる。乗車率とは、乗車人数を乗車定員で除した値である。乗車人数は、行先
階登録方式のエレベータ群管理システムでは、例えば、割り当てた行先階呼びの個数をカ
ウントすることで求めることができる。乗車率上限値とは、乗車定員に対して割当てを許
容する乗車人数の割合である。
【００２８】
　図３に示すように、群管理制御装置１０は、コンピュータを利用して構成され、制御部
１１と、記憶部１２と、入出力インタフェース１３とを備える。
【００２９】
　記憶部１２は、例えばＲＡＭ、ＲＯＭ、ＨＤＤ、ＳＳＤ等を利用して構成され、プログ
ラム、及び種々のデータを格納している。プログラムは、本実施形態の群管理制御装置１
０の各種機能を実現するためのプログラムを含む。
【００３０】
　制御部１１は、例えばＣＰＵ、ＭＰＵ等を利用して構成される。制御部１１は、記憶部
１２から読み出した上記プログラムに基づいて種々のデータ等を利用して演算処理を行う
ことにより、群管理制御装置１０における後述する各種の機能を実現する。
【００３１】
　入出力インタフェース１３は、例えばＬＡＮアダプタ等を利用して構成される。入出力
インタフェース１３は、群管理制御装置１０と、セキュリティサーバ１００、セキュリテ
ィゲート２０のゲート表示器７０、行先階登録装置３０、エレベータ制御装置４０（４０
Ａ～４０Ｆ）、及び身障者用乗場呼び登録装置８０、特定階以外の身障者用乗場呼びボタ
ン９２、及び一般用乗場呼びボタン９１との間で各種信号を送受信するためのインタフェ



(8) JP 6776549 B2 2020.10.28

10

20

30

40

50

ースである。入出力インタフェース１３は、制御部１１から出力される信号を所定の形式
の信号に変換してセキュリティサーバ１００、セキュリティゲート２０のゲート表示器７
０、行先階登録装置３０、エレベータ制御装置４０（４０Ａ～４０Ｆ）、身障者用乗場呼
び登録装置８０、身障者用乗場呼びボタン９２、及び一般用乗場呼びボタン９１に出力す
る。また、入出力インタフェース１３は、セキュリティサーバ１００、セキュリティゲー
ト２０のゲート表示器７０、行先階登録装置３０、エレベータ制御装置４０（４０Ａ～４
０Ｆ）、身障者用乗場呼び登録装置８０、身障者用乗場呼びボタン９２、及び一般用乗場
呼びボタン９１から入力された信号を所定の形式の信号に変換して制御部１１に出力する
。
【００３２】
１－２－３．行先階登録装置
　図４は、実施形態１における行先階登録装置３０の電気的構成を示すブロック図である
。行先階登録装置３０は、利用者が行先階の登録を行うための装置である。行先階登録装
置３０は、制御部３１と、記憶部３２と、入出力インタフェース３３と、表示部３４と、
操作部３５とを備える。
【００３３】
　記憶部３２は、例えばＲＡＭ、ＲＯＭ、ＨＤＤ、ＳＳＤ等を利用して構成され、プログ
ラム、及び種々のデータを格納している。プログラムは、本実施形態の行先階登録装置３
０の各種機能を実現するためのプログラムを含む。記憶部３２には、データとして、例え
ば、行先階登録装置３０の装置識別情報（以下適宜「デバイスＩＤ」という）が格納され
ている。
【００３４】
　制御部３１は、例えばＣＰＵ、ＭＰＵ等を利用して構成される。制御部３１は、記憶部
３２から読み出した上記プログラムに基づいて種々のデータ等を利用して演算処理を行う
ことにより、行先階登録装置３０における後述する各種の機能を実現する。
【００３５】
　入出力インタフェース３３は、例えばＬＡＮアダプタ等を利用して構成される。入出力
インタフェース３３は、行先階登録装置３０と群管理制御装置１０との間で各種信号を送
受信するためのインタフェースである。入出力インタフェース３３は、制御部３１から出
力された信号を所定の形式の信号に変換して群管理制御装置１０に出力する。また、入出
力インタフェース３３は、群管理制御装置１０から入力された信号を所定の形式の信号に
変換して制御部３１に出力する。
【００３６】
　操作部３５は、利用者が行先階を入力するためのインタフェースである。操作部３５は
、操作部３５の操作内容に対応する信号を制御部３１に出力する。
【００３７】
　表示部３４は、制御部３１から出力される表示信号に基づく表示を行う。
【００３８】
　本実施形態では、表示部３４及び操作部３５は、例えば液晶ディスプレイパネルや有機
ＥＬディスプレイパネルを利用したタッチパネル式表示装置により一体的に構成されてい
る。なお、表示部３４と操作部３５とは、異なる部品を利用して別々に構成されてもよい
。
【００３９】
　図５は、実施形態１における行先階登録装置３０の表示部３４の表示例を示す図である
。本例では、階数を指定するためのテンキーが表示されている。図５では、９階が指定さ
れ、Ａ号機が割り当てられたことが示されている。なお、行先階登録装置３０は、操作部
３５に対して行先階の入力操作が行われると、入力された行先階を表示し、その後、群管
理制御装置１０から当該行先階登録装置３０に対応する割当号機情報を受信すると、割当
号機情報を、表示中の行先階に対応付けて図５に示すように表示する。
【００４０】
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１－２－４．エレベータ制御装置
　エレベータ制御装置４０Ａ～４０Ｆは、群管理制御装置１０からの制御信号にしたがっ
て、対応するエレベータ６０Ａ～６０Ｆの巻上機（モータ）等の動作を制御することによ
り、各エレベータ６０Ａ～６０Ｆのかごの上昇、下降、停止等を制御する。また、エレベ
ータ制御装置４０Ａ～４０Ｆはそれぞれ、対応するエレベータ６０Ａ～６０Ｆのかごの位
置、走行方向、ドアの開閉状態、荷重等を含むかご状態を検知して、検知したかご状態を
示す情報を含むかご状態信号を群管理制御装置１０に出力する。なお、複数台のエレベー
タ制御装置４０Ａ～４０Ｆは互いにほぼ同一の構成を有する。そのため、構成等の説明に
おいて区別する必要がない場合、適宜、各エレベータ制御装置を「エレベータ制御装置４
０」という。
【００４１】
　図６は、実施形態１におけるエレベータ制御装置の電気的構成を示すブロック図である
。各エレベータ制御装置４０（４０Ａ～４０Ｆ）は、制御部４１と、記憶部４２と、入出
力インタフェース４３と、を備える。
【００４２】
　記憶部４２は、例えばＲＡＭ、ＲＯＭ、ＨＤＤ、ＳＳＤ等を利用して構成され、プログ
ラム、及び種々のデータを格納している。プログラムは、本実施形態のエレベータ制御装
置４０の各種機能を実現するためのプログラムを含む。
【００４３】
　制御部４１は、例えばＣＰＵ、ＭＰＵ等を利用して構成される。制御部４１は、記憶部
４２から読み出した上記プログラムに基づいて種々のデータ等を利用して演算処理を行う
ことにより、エレベータ制御装置４０における各種の機能を実現する。
【００４４】
　入出力インタフェース４３は、例えばＬＡＮアダプタ等を利用して構成される。入出力
インタフェース４３は、エレベータ制御装置４０と群管理制御装置１０との間で各種信号
を送受信するためのインタフェースである。入出力インタフェース４３は、制御部４１か
ら出力された信号を所定の形式の信号に変換して群管理制御装置１０に出力する。また、
入出力インタフェース４３は、群管理制御装置１０から入力された信号を所定の形式の信
号に変換して制御部４１に出力する。
【００４５】
１－２－５．セキュリティゲート
　セキュリティゲート２０（２０Ａ～２０Ｆ）は、特定領域内への利用者の進入を許可ま
たは規制するための装置である。セキュリティゲート２０は、正規な利用者ＩＤが登録さ
れたＩＤカードを所持する利用者についてのみ特定領域への進入を許可する。
【００４６】
　図７は、実施形態１におけるセキュリティゲート２０の外観を示す斜視図である。なお
、図７は、図１における最も左側のセキュリティゲート２０Ａ（２０）の例を示している
。セキュリティゲート２０は、ゲート本体２０ａと、第１センサ２６と、第２センサ２７
と、カードリーダ２５と、ゲート表示器７０と、ゲートフラッパ２８とを備える。
【００４７】
　ゲート本体２０ａの外面には、上記の第１センサ２６と、第２センサ２７と、カードリ
ーダ２５と、ゲート表示器７０とが取り付けられている。ゲート本体２０ａは、後述する
制御部２１等を収納する筐体である。ゲート本体２０ａは、それぞれ利用者の進入方向に
沿うように、配置されている。ゲート本体２０ａは、隣接するセキュリティゲート２０の
ゲート本体に対して所定距離離間させて配置され、ゲート本体２０ａの側方には、利用者
が通過可能な通路ＰＡが形成されている。
【００４８】
　カードリーダ２５は、ゲート本体２０ａの上面の入口２０ｉ側に配置されている。カー
ドリーダ２５は、セキュリティゲート２０の通路ＰＡに入口２０ｉ側から進入する利用者
が所持するＩＤカードに記録された利用者ＩＤを読み取るためのリーダである。カードリ
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ーダ２５は、例えば電磁誘導方式の非接触型あるいは接触型のリーダ、ＮＦＣ（近距離通
信）リーダ、ＩＣタグと通信可能なＩＣタグリーダ等により構成可能である。
【００４９】
　カードリーダ２５は、制御部、記憶部、入出力インタフェース、リーダ本体等を備え、
制御部が、記憶部に記憶されたプログラムに基づいて種々のデータ等に対して演算処理を
行うことにより、カードリーダ２５における各種の機能を実現する。
【００５０】
　ゲート表示器７０は、割当号機情報等を表示する。ゲート表示器７０の詳細な構成につ
いては後述する。
【００５１】
　第１センサ２６は、セキュリティゲート２０の通路ＰＡの入口２０ｉ側における利用者
の移動を検知する。第１センサ２６及び第２センサ２７は、利用者の移動を検知すると、
検知信号を出力する。
【００５２】
　第２センサ２７は、セキュリティゲート２０の通路ＰＡの出口２０ｅ側における利用者
の移動を検知する。第１センサ２６及び第２センサ２７は、利用者の移動を検知すると、
検知信号を出力する。
【００５３】
　ゲートフラッパ２８は、開閉自在の扉である。ゲートフラッパ２８は、開いた状態にお
いて、利用者がセキュリティゲート２０を通過することを可能とする。ゲートフラッパ２
８は、閉じた状態において、利用者がセキュリティゲート２０を通過することを妨げる。
【００５４】
　図８は、実施形態１におけるセキュリティゲート２０の電気的構成を示すブロック図で
ある。セキュリティゲート２０は、上述の構成要素に加えてさらに、制御部２１と、記憶
部２２と、入出力インタフェース２３とを備える。
【００５５】
　記憶部２２は、例えばＲＡＭ、ＲＯＭ、ＨＤＤ、ＳＳＤ等を利用して構成され、プログ
ラム、及び種々のデータを格納している。プログラムは、本実施形態におけるセキュリテ
ィゲート２０の各種機能を実現するためのプログラムを含む。
【００５６】
　制御部２１は、例えばＣＰＵ、ＭＰＵ等を利用して構成される。制御部２１は、記憶部
２２に格納されたプログラムに基づいて種々のデータ等を利用して演算処理を行うことに
より、セキュリティゲート２０における後述する各種の機能を実現する。
【００５７】
　制御部２１は、第１センサ２６及び第２センサ２７からの検知信号、及びセキュリティ
サーバ１００からのゲートＯＰＥＮ信号、ゲートＣＬＯＳＥ信号等に基づいて、ゲートフ
ラッパ２８を開閉する。
【００５８】
　カードリーダ２５は、ＩＤカードに記録された利用者ＩＤを読み取ると、読み取った利
用者ＩＤと、当該セキュリティゲート２０のデバイスＩＤとを、セキュリティサーバ１０
０に送信する。
【００５９】
　入出力インタフェース２３は、例えばＬＡＮアダプタ等を利用して構成される。入出力
インタフェース２３は、セキュリティゲート２０とセキュリティサーバ１００との間で各
種信号を送受信するためのインタフェースである。入出力インタフェース２３は、制御部
２１から出力された信号を所定の形式の信号に変換してセキュリティサーバ１００に出力
する。また、入出力インタフェース２３は、セキュリティサーバ１００から入力された信
号を所定の形式の信号に変換して制御部２１に出力する。
【００６０】
１－２－６．ゲート表示器
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　ゲート表示器７０は、セキュリティゲート２０に設置され、群管理制御装置１０が割り
当てた割当号機を示す情報や、割当に関するその他の情報を利用者へ案内するための表示
器である。
【００６１】
　図９は、実施形態１におけるゲート表示器７０の電気的構成を示すブロック図である。
ゲート表示器７０は、群管理制御装置１０から受信した情報に基づく表示制御が可能なよ
うに、コンピュータを利用して構成されている。ゲート表示器７０は、制御部７１と、記
憶部７２と、入出力インタフェース７３と、表示部７４とを備える。
【００６２】
　記憶部７２は、例えばＲＡＭ、ＲＯＭ、ＨＤＤ、ＳＳＤ等を利用して構成され、プログ
ラム、及び種々のデータを格納している。プログラムは、本実施形態のゲート表示器７０
の後述する各種機能を実現するためのプログラムを含む。
【００６３】
　制御部７１は、例えばＣＰＵ、ＭＰＵ等を利用して構成される。制御部７１は、記憶部
７２から読み出した上記プログラムに基づいて種々のデータ等を利用して演算処理を行う
ことにより、ゲート表示器７０における後述する各種の機能を実現する。
【００６４】
　入出力インタフェース７３は、例えばＬＡＮアダプタ等を利用して構成される。入出力
インタフェース７３は、ゲート表示器７０と群管理制御装置１０との間で各種信号を送受
信するためのインタフェースである。入出力インタフェース７３は、制御部７１から出力
された信号を所定の形式の信号に変換して群管理制御装置１０に出力する。また、入出力
インタフェース７３は、群管理制御装置１０から入力された信号を所定の形式の信号に変
換して制御部７１に出力する。
【００６５】
　表示部７４は、例えば液晶ディスプレイパネルや有機ＥＬディスプレイパネルを利用し
て構成されている。
【００６６】
　図１０Ａ、図１０Ｂは、実施形態１におけるエレベータの群管理システムにおけるゲー
ト表示器７０の表示例を示す図である。図１０Ａに示す例では、ゲート表示器７０は、行
先階の１５Ｆに対してＡ号機が割り当てられたことを表示している。また、図１０Ｂに示
す例では、エレベータホール内のボタンにて登録することを促す案内情報を表示している
。
【００６７】
１－２－７．セキュリティサーバ
　セキュリティサーバ１００は、セキュリティゲート２０のカードリーダ２５で読み取ら
れた利用者ＩＤに基づく認証を行う。セキュリティサーバ１００は、セキュリティゲート
２０のカードリーダ２５で利用者ＩＤが読み取られた場合、認証結果に基づいてゲートＯ
ＰＥＮ信号あるいはゲートＣＬＯＳＥ信号をセキュリティゲート２０の制御部２１に送信
する。また、セキュリティサーバ１００は、利用者ＩＤ等に基づいて割当依頼情報または
身障者通過情報を生成し、群管理制御装置１０に出力する。
【００６８】
　図１１は、実施形態１におけるセキュリティサーバ１００の電気的構成を示すブロック
図である。セキュリティサーバ１００は、コンピュータを利用して構成され、制御部１０
１と、記憶部１０２と、入出力インタフェース１０３と、を備える。
【００６９】
　記憶部１０２は、例えばＲＡＭ、ＲＯＭ、ＨＤＤ、ＳＳＤ等を利用して構成され、プロ
グラム、及び種々のデータを格納している。プログラムは、本実施形態のセキュリティサ
ーバ１００の後述する各種機能を実現するためのプログラムを含む。記憶部１０２は、デ
ータとして、利用者データベース（以下「利用者ＤＢ」という）を格納している。利用者
ＤＢの構成については後述する。
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【００７０】
　また、記憶部１０２は、データとして、セキュリティゲート２０の設置階を示す設置階
情報を記憶している。設置階情報は、セキュリティゲート２０を通過した利用者の出発階
情報として利用される。
【００７１】
　制御部１０１は、例えばＣＰＵ、ＭＰＵ等を利用して構成される。制御部１０１は、記
憶部１０２から読み出した上記プログラムに基づいて種々のデータ等を利用して演算処理
を行うことにより、セキュリティサーバ１００における後述する各種の機能を実現する。
【００７２】
　入出力インタフェース１０３は、例えばＬＡＮアダプタ等を利用して構成される。入出
力インタフェース１０３は、セキュリティサーバ１００と、群管理制御装置１０、及びセ
キュリティゲート２０との間で各種信号を送受信するためのインタフェースである。入出
力インタフェース１０３は、制御部１０１から出力された信号を所定の形式の信号に変換
して群管理制御装置１０、及びセキュリティゲート２０に出力する。また、入出力インタ
フェース１０３は、群管理制御装置１０、及びセキュリティゲート２０から入力された信
号を所定の形式の信号に変換して制御部１０１に出力する。
【００７３】
　図１２は、実施形態１におけるセキュリティサーバ１００の記憶部１０２に格納されて
いる利用者ＤＢの構成を示す図である。利用者ＤＢは、利用者ＩＤに対応付けて、行先階
情報と、利用者属性情報とを記録している。これらの情報は、例えばビル管理者等により
予め設定されている。
【００７４】
　利用者ＩＤは、エレベータの利用者のそれぞれに対して一意に設定された、利用者を識
別するための情報である。
【００７５】
　行先階情報は、利用者が主として利用する行先階を示す情報である。例えば、ビルがオ
フィスビルである場合には、利用者の勤務する企業の存在する階床が設定され、マンショ
ンである場合には、利用者が居住する階床が設定される。
【００７６】
　利用者属性情報は、利用者が健常者であるか車椅子利用者であるかを示す情報である。
健常者である場合、利用者属性情報として“健常者”が登録され、車椅子利用者である場
合、利用者属性情報として“車椅子”が登録される。
【００７７】
　図１２に示す例では、利用者ＩＤ“００００１”に対応付けて行先階情報、利用者属性
情報として“１０階”、“健常者”が記録されている。利用者ＩＤ“００００２”に対応
付けて行先階情報、利用者属性情報として“８階”、“車椅子”が記録されている。利用
者ＩＤ“００００３”に対応付けて行先階情報、利用者属性情報として“１５階”、“健
常者”が記録されている。それ以外の利用者ＩＤについても、対応する行先階情報等が同
様に記録されている。
【００７８】
１－２－８．身障者用乗場呼び登録装置
　身障者用乗場呼び登録装置８０は、身障者が特定階において身障者仕様号機に対する上
下方向乗場呼びを登録するための装置である。
【００７９】
　図１３は、実施形態１における身障者用乗場呼び登録装置８０の電気的構成を示すブロ
ック図である。身障者用乗場呼び登録装置８０は、制御部８１と、記憶部８２と、入出力
インタフェース８３と、案内表示部８４と、身障者用乗場呼びボタン８５とを有する。
【００８０】
　記憶部８２は、例えばＲＡＭ、ＲＯＭ、ＨＤＤ、ＳＳＤ等を利用して構成され、プログ
ラム、及び種々のデータを格納している。プログラムは、本実施形態の身障者用乗場呼び
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登録装置８０の後述する各種機能を実現するためのプログラムを含む。
【００８１】
　制御部８１は、例えばＣＰＵ、ＭＰＵ等を利用して構成される。制御部８１は、記憶部
８２から読み出した上記プログラムに基づいて種々のデータ等を利用して演算処理を行う
ことにより、身障者用乗場呼び登録装置８０における後述する各種の機能を実現する。
【００８２】
　入出力インタフェース８３は、例えばＬＡＮアダプタ等を利用して構成される。入出力
インタフェース８３は、身障者用乗場呼び登録装置８０と群管理制御装置１０との間で各
種信号を送受信するためのインタフェースである。入出力インタフェース８３は、制御部
８１から出力された信号を所定の形式の信号に変換して群管理制御装置１０に出力する。
また、入出力インタフェース８３は、群管理制御装置１０から入力された信号を所定の形
式の信号に変換して制御部８１に出力する。
【００８３】
　案内表示部８４は、制御部８１から出力される表示信号に基づく表示を行う。案内表示
部８４は、例えば液晶ディスプレイパネルや有機ＥＬディスプレイパネルにより構成され
ている。
【００８４】
　身障者用乗場呼びボタン８５は、身障者が上下方向乗場呼びを登録するためのインタフ
ェースである。
【００８５】
　図１４は、実施形態１における身障者用乗場呼び登録装置８０の正面図である。身障者
用乗場呼びボタン８５は、上方向呼びボタン８５ｕと下方向呼びボタン８５ｄとを有する
。上方向呼びボタン８５ｕ及び下方向呼びボタン８５ｄはそれぞれ、身障者が操作しやす
いように機械式の押しボタンスイッチにより構成されており、押下されたときに例えば接
点が閉じて回路がクローズすることで、操作されたことを制御部８１に伝達する。操作さ
れたことを検知すると、制御部８１は、操作されたボタンに対応する上方向または下方向
の呼び登録信号を、入出力インタフェース８３を介して群管理制御装置１０に出力する。
【００８６】
　上方向呼びボタン８５ｕ本体及び下方向呼びボタン８５ｄ本体は、それぞれ、半透明の
部材により構成され、背面側にはＬＥＤ等の照明部品が配置され（図示せず）、制御部８
１による点灯制御に基づいて電力が供給されることにより点灯する。点灯すると、照明部
品による照明光が上方向呼びボタン８５ｕまたは下方向呼びボタン８５ｄを透過し、これ
により、利用者は呼びの登録状態を把握することができる。
【００８７】
１－２－９．特定階以外の階の身障者用乗場呼びボタン
　特定階以外の階の身障者用乗場呼びボタン９２は、身障者が特定階以外の階において、
身障者仕様号機に対する上下方向乗場呼びを登録するための装置である。身障者用乗場呼
びボタン９２は、身障者用乗場呼び登録装置８０の身障者用乗場呼びボタン８５と同様の
構成を有する。身障者用乗場呼びボタン９２は、群管理制御装置１０による点灯制御に基
づいて電力が供給されることにより点灯する。点灯すると、照明部品による照明光が上方
向呼びボタンまたは下方向呼びボタンを光が透過し、これにより、利用者は呼びの登録状
態を把握することができる。
【００８８】
１－２－１０．一般用乗場呼びボタン
　一般用乗場呼びボタン９１は、健常者が特定階以外の階において、上下方向乗場呼びを
登録するための装置である。一般用乗場呼びボタン９１は、身障者用乗場呼びボタン８５
と同様の構成を有する。一般用乗場呼びボタン９１は、群管理制御装置１０による点灯制
御に基づいて電力が供給されることにより点灯する。点灯すると、照明部品による照明光
が上方向呼びボタンまたは下方向呼びボタンを光が透過し、これにより、利用者は呼びの
登録状態を把握することができる。
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【００８９】
２．エレベータシステムの動作
２－１．概要
２－１－１．セキュリティゲートのゲートフラッパの開閉制御
　まず、セキュリティゲート２０のゲートフラッパ２８の開閉制御について時系列的に説
明する。利用者が、正規な利用者ＩＤが登録されたＩＤカードをカードリーダ２５に接触
させあるいは近接させながらセキュリティゲート２０（２０Ａ～２０Ｃ）に進入すると、
カードリーダ２５により、ＩＤカードから利用者ＩＤが読み取られ、セキュリティサーバ
１００に利用者ＩＤとセキュリティゲート２０（２０Ａ～２０Ｃ）のデバイスＩＤとが、
ＩＤ情報として送信される。受信したＩＤ情報に含まれる利用者ＩＤが正規なものである
場合、セキュリティサーバ１００は、ゲートＯＰＥＮ信号を、当該デバイスＩＤに対応す
るセキュリティゲート２０の制御部２１に送信する。この場合、制御部２１は、ゲートフ
ラッパ２８を開状態で維持する。これにより、利用者は、セキュリティゲート２０を通過
することができる。
【００９０】
　一方、受信したＩＤ情報に含まれる利用者ＩＤが正規なものでない場合、セキュリティ
サーバ１００は、ゲートＣＬＯＳＥ信号を、当該デバイスＩＤのセキュリティゲート２０
の制御部２１に送信する。この場合、制御部２１は、ゲートフラッパ２８を閉状態とする
。そのため、利用者ＩＤが正規でないＩＤカードを提示した利用者は、セキュリティゲー
ト２０を通過することができない。
【００９１】
　また、ゲートＯＰＥＮ信号をセキュリティサーバ１００から受信していない状態で、第
１センサ２６からの信号を受信した場合、当該セキュリティゲート２０の制御部２１は、
ゲートフラッパ２８を閉状態に制御する。利用者ＩＤが正規なＩＤカードを有していない
非正規の利用者がセキュリティサーバ１００を通過しようとしている可能性があり、これ
を阻止するためである。
【００９２】
　このように、利用者ＩＤが正規なＩＤカードを有する利用者はエレベータホール内に進
入することができるが、利用者ＩＤが正規なＩＤカードを有していない非正規の利用者は
エレベータホール内に進入できない。よって、ビル内のセキュリティが確保される。
【００９３】
２－１－２．特定階のエレベータ利用者に対する号機割当制御等
２－１－２－１．セキュリティゲートのカードリーダにＩＤカードが提示されたとき
　セキュリティサーバ１００は、セキュリティゲート２０のカードリーダ２５にＩＤカー
ドが提示され、利用者ＩＤが正規なものであるとき、利用者ＩＤに基づいて利用者ＤＢを
参照し、利用者属性が身障者属性か否かを判断する。
【００９４】
　利用者属性が健常者属性である場合、セキュリティサーバ１００は、利用者ＤＢから、
当該利用者ＩＤに対応する行先階情報を読み込む。そして、セキュリティサーバ１００は
、出発階情報と、行先階情報と、セキュリティゲート２０のデバイスＩＤとを、割当依頼
情報として、群管理制御装置１０に送信する。
【００９５】
　群管理制御装置１０は、割当依頼情報（出発階情報、行先階情報、デバイスＩＤ）を受
信した場合、受信した割当依頼情報に基づいて割当号機を決定する。そして、群管理制御
装置１０は、決定した割当号機を示す割当号機情報を、デバイスＩＤが示すゲート表示器
７０に送信する。
【００９６】
　ゲート表示器７０は、群管理制御装置１０から割当号機情報を受信すると、受信した情
報に基づく表示を行う。
【００９７】
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　一方、利用者属性が身障者属性である場合、セキュリティサーバ１００は、身障者がセ
キュリティゲート２０を通過したことを示す身障者通過情報を群管理制御装置１０に送信
する。
【００９８】
　群管理制御装置１０は、身障者通過情報を受信した場合、身障者仕様号機の乗車率上限
値を、通常時の第１の乗車率上限値Ｐ１から第２の乗車率上限値Ｐ２に低下させ、特定階
の身障者用乗場呼びボタン８５で呼びの登録をすることを促す情報を、デバイスＩＤが示
すゲート表示器７０に送信する。第１の乗車率上限値Ｐ１、第２の乗車率上限値Ｐ２につ
いては後述する。
【００９９】
　ゲート表示器７０は、群管理制御装置１０から身障者用乗場呼びボタン８５で呼びの登
録をすることを促す情報を受信すると、受信した情報を表示する。
【０１００】
　また、群管理制御装置１０は、特定階の身障者用乗場呼びボタン８５が操作されると、
身障者仕様号機の乗車率上限値を変更する制御を行うとともに、登録時の乗車率等に基づ
いて、身障者仕様号機の運行制御や、身障者用乗場呼び登録装置８０の身障者用乗場呼び
ボタン８５の点灯、消灯の制御、案内表示部８４の表示制御等を行う。詳しい制御につい
ては後述する。
【０１０１】
２－１－２－２．行先階登録装置の操作部で行先階の入力操作があったとき
　利用者により、行先階登録装置３０により行先階が指定された場合の群管理システムに
よる号機割当制御について時系列的に説明する。
【０１０２】
　行先階登録装置３０は、操作部３５に対して、行先階の入力操作があった場合、入力さ
れた行先階を示す行先階情報と、出発階情報と、当該行先階登録装置３０のデバイスＩＤ
とを、割当依頼情報として、群管理制御装置１０に送信する。なお、行先階登録装置３０
は、自装置の設置階情報を記憶しており、出発階情報として、記憶している自装置の設置
階情報を利用する。
【０１０３】
　群管理制御装置１０は、割当依頼情報（出発階情報、行先階情報、デバイスＩＤ）を受
信すると、受信した割当依頼情報に含まれる行先階情報及び出発階情報に基づいて割当号
機を決定する。そして、群管理制御装置１０は、決定した割当号機を示す割当号機情報を
、デバイスＩＤが示す行先階登録装置３０に送信する。
【０１０４】
　行先階登録装置３０は、群管理制御装置１０から割当号機情報を受信すると、割当号機
情報を表示部３４に表示させる。
【０１０５】
２－１－３．特定階以外の階のエレベータ利用者に対する号機割当制御等
　身障者用乗場呼びボタン９２が操作されると、群管理制御装置１０は、上下方向乗場呼
びを登録し、身障者用乗場呼びボタン９２を点灯させ、身障者仕様号機を上下方向乗場呼
びの登録階（出発階）に移動させる。登録階（出発階）に身障者仕様号機が到着すると、
群管理制御装置１０は、身障者用乗場呼びボタン９２を消灯させる。かご内の行先階ボタ
ンで利用者により行先階が指定されると、群管理制御装置１０は、身障者仕様号機を登録
階（出発階）から、指定された行先階に走行させる。
【０１０６】
　また、一般用乗場呼びボタン９１が操作されると、群管理制御装置１０は、上下方向乗
場呼びを登録し、一般用乗場呼びボタン９１を点灯させ、全号機の中から最適な号機を選
択し、選択した号機に当該上下方向乗場呼びを割当てる。群管理制御装置１０は、割り当
てた号機を上下方向乗場呼びの登録階（出発階）に移動させる。登録階（出発階）に割り
当てられた号機が到着すると、群管理制御装置１０は、一般用乗場呼びボタン９１を消灯
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させる。かご内の行先階ボタンで行先階が指定されると、群管理制御装置１０は、割り当
てた号機を登録階（出発階）から、指定された行先階に走行させる。
【０１０７】
２－２．具体的動作
２－２－１．セキュリティサーバの具体的動作
　群管理システムの具体的動作について説明する。まず、セキュリティゲート２０を利用
者が通過したときに行われるセキュリティサーバ１００における処理について説明する。
図１５は、実施形態１におけるセキュリティサーバ１００の動作を示すフローチャートで
ある。
【０１０８】
　セキュリティサーバ１００の制御部１０１は、セキュリティゲート２０からＩＤ情報（
利用者ＩＤ、デバイスＩＤ）を受信したか否かを判断する（Ｓ１１）。
【０１０９】
　セキュリティゲート２０のカードリーダ２５からＩＤ情報（利用者ＩＤ、デバイスＩＤ
）を受信していない場合（Ｓ１１でＮＯ）、セキュリティサーバ１００の制御部１０１は
、本ステップＳ１１の判断を再度実行する。
【０１１０】
　セキュリティゲート２０からＩＤ情報（利用者ＩＤ、デバイスＩＤ）を受信した場合（
Ｓ１１でＹＥＳ）、セキュリティサーバ１００の制御部１０１は、受信したＩＤ情報に含
まれる利用者ＩＤが正規なものか否かの判断（認証）を行う（Ｓ１２）。例えば、セキュ
リティサーバ１００の制御部１０１は、記憶部１０２に記憶されている利用者ＤＢを参照
して、受信したＩＤ情報に含まれる利用者ＩＤが、利用者ＤＢの利用者ＩＤとして登録さ
れているか等の判断を行う。
【０１１１】
　利用者ＩＤが正規であると判断した場合（Ｓ１２でＹＥＳ）、つまり認証が成功した場
合、セキュリティサーバ１００の制御部１０１は、利用者の属性が身障者属性か否かを判
断する（Ｓ１３）。具体的に、セキュリティサーバ１００の制御部１０１は、記憶部１０
２に記憶されている利用者ＤＢの利用者ＩＤに対応する利用者属性情報を参照し、利用者
属性が身障者属性か否かを判断する。
【０１１２】
　利用者属性が身障者属性でない場合（Ｓ１３でＮＯ）、セキュリティサーバ１００の制
御部１０１は、記憶部１０２に記憶されている利用者ＤＢを参照して利用者ＩＤに対応す
る行先階情報を取得する。また、セキュリティサーバ１００の制御部１０１は、受信した
ＩＤ情報に含まれるデバイスＩＤに対応する出発階情報を記憶部１０２から読み出すこと
により取得する（Ｓ１４）。
【０１１３】
　セキュリティサーバ１００の制御部１０１は、取得した出発階情報と、行先階情報と、
受信したＩＤ情報に含まれるデバイスＩＤとを、割当依頼情報として、群管理制御装置１
０に送信する（Ｓ１５）。
【０１１４】
　一方、利用者属性が身障者属性である場合（Ｓ１３でＹＥＳ）、セキュリティサーバ１
００の制御部１０１は、身障者がセキュリティゲート２０を通過したことを示す身障者通
過情報を群管理制御装置１０に送信する（Ｓ１６）。
【０１１５】
　割当依頼情報を送信し（Ｓ１５）または身障者通過情報を送信すると（Ｓ１６）、セキ
ュリティサーバ１００の制御部１０１は、セキュリティゲート２０に、ゲートＯＰＥＮ信
号を送信して（Ｓ１７）、ステップＳ１１に戻る。ゲートＯＰＥＮ信号を受信すると、セ
キュリティゲート２０の制御部２１は、ゲートフラッパ２８を開いた状態に制御し、利用
者がセキュリティゲート２０を通過することを可能とする。
【０１１６】
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　一方、上記ステップＳ１２で、利用者ＩＤが正規でないと判断した場合（Ｓ１２でＮＯ
）、すなわち認証が成立しなかった場合、セキュリティサーバ１００の制御部１０１は、
セキュリティゲート２０に、ゲートＣＬＯＳＥ信号を送信して（Ｓ１８）、ステップＳ１
１に戻る。ゲートＣＬＯＳＥ信号を受信すると、セキュリティゲート２０の制御部２１は
、ゲートフラッパ２８を閉じた状態に制御し、利用者がセキュリティゲート２０を通過す
ることを規制する。
【０１１７】
２－２－２．行先階登録装置の具体的動作
　行先階登録装置３０の操作部３５を利用して行先階の登録操作が行われたときの行先階
登録装置３０の動作について説明する。図１６は、実施形態１における行先階登録装置３
０の動作を示すフローチャートである。
【０１１８】
　行先階登録装置３０の制御部３１は、操作部３５で行先階の登録操作がなされたか否か
を判断する（Ｓ２１）。例えば、操作部３５で行先階の入力が行われ、入力した行先階を
確定する操作が行われたか否かを判断する。
【０１１９】
　操作部３５で行先階の登録操作がなされていないと判断した場合（Ｓ２１でＮＯ）、行
先階登録装置３０の制御部３１は、当該ステップＳ２１の判断を再度実行し、操作部３５
で行先階の登録操作がなされたと判断した場合（Ｓ２１でＹＥＳ）、入力された行先階情
報と、出発階情報と、当該行先階登録装置３０のデバイスＩＤとを、割当依頼情報として
、群管理制御装置１０に送信する（Ｓ２２）。出発階情報としては、自己の行先階登録装
置３０の設置階を示す情報が用いられる。
【０１２０】
　行先階登録装置３０の制御部３１は、割当依頼情報に対する応答として、群管理制御装
置１０から割当号機情報を受信したか否かを判断する（Ｓ２３）。
【０１２１】
　割当号機情報を受信していない場合（Ｓ２３でＮＯ）、行先階登録装置３０の制御部３
１は、当該ステップＳ２３の判断を再度実行する。
【０１２２】
　割当号機情報を受信した場合（Ｓ２３でＹＥＳ）、行先階登録装置３０の制御部３１は
、割当号機を示す情報を表示部３４に表示させる（Ｓ２４）。
【０１２３】
２－２－３．群管理制御装置の具体的動作
　群管理制御装置１０の具体的動作について説明する。図１７は、実施形態１における群
管理制御装置１０の動作を示すフローチャートである。なお、図１７は、特定階において
セキュリティゲート２０を通過した利用者に対する行先階登録方式による割当等の処理に
関する動作を説明するものである。特定階以外の階で一般用乗場呼びボタン９１または身
障者用乗場呼びボタン９２を利用して登録された上下方向乗場呼びに対しては、上述した
ような異なる処理が行われる。
【０１２４】
　群管理制御装置１０の制御部１１は、セキュリティサーバ１００または行先階登録装置
３０から割当依頼情報を受信したか否かを判断する（Ｓ３１）。
【０１２５】
　受信していない場合（Ｓ３１でＮＯ）、群管理制御装置１０の制御部１１は、ステップ
Ｓ３１の処理を再度実行する。
【０１２６】
　受信した場合（Ｓ３１でＹＥＳ）、群管理制御装置１０の制御部１１は、受信した情報
が割当依頼情報か否かを判断する（Ｓ３２）。
【０１２７】
　受信した情報が割当依頼情報である場合（Ｓ３２でＹＥＳ）、群管理制御装置１０の制
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御部１１は、号機番号ｉとして１を設定する。なお、本実施形態では、６台のエレベータ
６０Ａ～６０Ｆ（号機）が設けられているため、ｉは１～６である。エレベータ６０Ａ～
Ｆは１～６号機に対応する。
【０１２８】
　群管理制御装置１０の制御部１１は、ｉ号機に新規行先階呼びを割り当てた場合の乗車
率が乗車率上限値を超えるか否かを判断する（Ｓ３４）。ここで、身障者仕様号機（ｉが
１の号機に対応するエレベータ６０Ａ）の乗車率上限値としては、第１の乗車率上限値Ｐ
１または第２の乗車率上限値Ｐ２が、ステップＳ３２で受信した情報が割当依頼情報であ
るか身障者通過情報であるかに応じて設定される。つまり、後述するように身障者通過情
報を受信した場合には、所定期間の間、乗車率上限値として第２の乗車率上限値Ｐ２が設
定され、所定期間以外の通常時は、第１の乗車率上限値Ｐ１が設定される。一方、身障者
仕様号機以外の号機（ｉが２～６の号機に対応するエレベータ６０Ｂ～６０Ｆ）について
は、第１の乗車率上限値Ｐ１が常時設定される。第１の乗車率上限値Ｐ１は、例えば８０
％である。第２の乗車率上限値Ｐ２は、車椅子利用者が身障者仕様号機にスムーズに乗車
可能となる乗車率である。例えば、第２の乗車率上限値Ｐ２は、かごの大きさにもよるが
３０％である。
【０１２９】
　乗車率が乗車率上限値を超えない場合（Ｓ３４でＮＯ）、群管理制御装置１０の制御部
１１は、ｉ号機を割当候補号機として設定する（加える）（Ｓ３５）。
【０１３０】
　乗車率が乗車率上限値を超える場合（Ｓ３４でＹＥＳ）、またはステップＳ３５を実行
した場合、群管理制御装置１０の制御部１１は、号機番号ｉに１を加算し（Ｓ３６）、号
機番号ｉが号機数よりも大きいか否かを判断する（Ｓ３７）。
【０１３１】
　号機番号ｉが号機数以下である場合（Ｓ３７でＮＯ）、つまり全ての号機に関してのス
テップＳ３４の判断が終了していない場合、群管理制御装置１０の制御部１１は、ステッ
プＳ３４の判断を再度実行する。
【０１３２】
　号機番号ｉが号機数よりも大きい場合（Ｓ３７でＹＥＳ）、群管理制御装置１０の制御
部１１は、割当候補号機の中から最適な号機を決定する（Ｓ３８）。　
【０１３３】
　割当候補号機の中からの割当号機の決定は例えば以下のように行われる。群管理制御装
置１０の制御部１１は、まず、各エレベータの運行情報に基づいて、新規行先階呼びを割
り当てるべきエレベータ（割当号機）を選択するための評価値を、エレベータ（号機）毎
に算出する。ここで、各エレベータの運行情報は、例えば、各エレベータのかご状態（か
ごの位置、走行方向、ドアの開閉状態、荷重等を含む）、予測される待ち時間（現在時刻
から割当号機が出発階に到着するまでの時間）、予測されるサービス完了時間（現在時刻
から割当号機が行先階に到着するまでの時間）、かごの予定される停止回数（サービス完
了までの間に予定されるエレベータの停止回数）などを示す情報を含む。上記評価値の算
出後、群管理制御装置１０は、割当候補号機の中から例えば最も小さい評価値を有するエ
レベータを選択し、新規行先階呼びを、選択したエレベータに割り当てる。なお、群管理
制御装置１０は、この方法以外に、一般的に知られている他の方法を用いて新規行先階呼
びをいずれかのエレベータに割り当ててもよい。
【０１３４】
　割当号機を決定すると、群管理制御装置１０の制御部１１は、決定した割当号機を示す
割当号機情報を、受信したデバイスＩＤに対応するセキュリティゲート２０のゲート表示
器７０または行先階登録装置３０に送信し（Ｓ３９）、ステップＳ３１に戻る。割当号機
情報を受信すると、ゲート表示器７０または行先階登録装置３０の表示部３４は、前述の
図５、図１０Ａで示したような割当号機を示す情報を表示する。
【０１３５】
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　一方、ステップＳ３２において受信した情報が割当依頼情報でない場合（Ｓ３２でＮＯ
）、つまり受信した情報が身障者通過情報である場合、群管理制御装置１０の制御部１１
は、身障者仕様号機の乗車率上限値として第２の乗車率上限値Ｐ２を設定する（Ｓ４０）
。
【０１３６】
　群管理制御装置１０の制御部１１は、受信したデバイスＩＤに対応するセキュリティゲ
ート２０のゲート表示器７０に、身障者用案内情報を送信する（Ｓ４１）。身障者用案内
情報を受信すると、ゲート表示器７０は、前述の図１０Ｂで示した身障者用案内情報を表
示する。
【０１３７】
　群管理制御装置１０の制御部１１は、身障者用乗場呼び登録装置８０に呼び受付依頼情
報を送信する（Ｓ４２）。呼び受付依頼情報とは、身障者用乗場呼び登録装置８０での上
下方向乗場呼びの受付の開始を依頼する情報である。呼び受付依頼情報を受信すると、身
障者用乗場呼び登録装置８０は、身障者用乗場呼びボタン８５による呼び登録を可能とす
る。
【０１３８】
　図１８は、実施形態１における群管理制御装置１０の動作を示すフローチャートである
。図１８のフローチャートは、特定階の身障者用乗場呼びボタン８５で呼び登録操作が行
われたときの動作を示す。
【０１３９】
　群管理制御装置１０の制御部１１は、特定階の身障者用乗場呼び登録装置８０から呼び
登録信号を受信したか否かを判断する（Ｓ５１）。
【０１４０】
　特定階の身障者用乗場呼び登録装置８０から呼び登録信号を受信していない場合（Ｓ５
１でＮＯ）、群管理制御装置１０の制御部１１は、呼び登録依頼情報を身障者用乗場呼び
登録装置８０に送信してから所定時間Ｔａが経過したか否かを判断する（Ｓ５９）。
【０１４１】
　所定時間Ｔａが経過していない場合（Ｓ５９でＮＯ）、群管理制御装置１０の制御部１
１は、ステップＳ５１の判断を実行する。
【０１４２】
　所定時間Ｔａが経過した場合（Ｓ５９でＹＥＳ）、群管理制御装置１０の制御部１１は
、身障者仕様号機の乗車率上限値として第１の乗車率上限値Ｐ１を設定し（Ｓ５６）、ス
テップＳ５１の処理に戻る。
【０１４３】
　特定階の身障者用乗場呼びボタン８５から呼び登録信号を受信した場合（Ｓ５１でＹＥ
Ｓ）、群管理制御装置１０の制御部１１は、呼び登録信号が示す登録方向を、ｄ方向と設
定する（Ｓ５２）。ｄ方向は、上方向または下方向である。
【０１４４】
　群管理制御装置１０の制御部１１は、身障者が特定階で身障者仕様号機に乗車する時点
の身障者仕様号機の乗車率が第２の乗車率上限値Ｐ２以下であるか否かを判断する（Ｓ５
３）。身障者が特定階で身障者仕様号機に乗車する時点の身障者仕様号機の乗車率は、例
えば、身障者通過情報を受信した時点で既に身障者仕様号機に割り当てられているｄ方向
の特定階出発の行先階呼びの個数に基づいて求めることができる。身障者通過情報を受信
した後においては、後述するように所定期間、身障者仕様号機の乗車率が第２の乗車率上
限値Ｐ２を超すこととなる新たな割当は抑制されるからである。また、上記時点の身障者
仕様号機の乗車率は、身障者が特定階で身障者仕様号機に乗車する時点の身障者仕様号機
のかごの荷重に基づいて求めてもよい。
【０１４５】
　身障者仕様号機の乗車率が第２の乗車率上限値Ｐ２以下であると判断した場合（Ｓ５３
でＹＥＳ）、群管理制御装置１０の制御部１１は、身障者仕様号機が特定階に到着したか
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否かを判断する（Ｓ５４）。
【０１４６】
　身障者仕様号機が特定階に到着していない場合（Ｓ５４でＮＯ）、群管理制御装置１０
の制御部１１は、ステップＳ５４の判断を再度実行する。
【０１４７】
　身障者仕様号機が特定階に到着した場合（Ｓ５４でＹＥＳ）、群管理制御装置１０の制
御部１１は、身障者仕様号機のｄ方向の運行が完了したか否かを判断する（Ｓ５５）。
【０１４８】
　身障者仕様号機のｄ方向の運行が完了していない場合（Ｓ５５でＮＯ）、群管理制御装
置１０の制御部１１は、ステップＳ５５の判断を再度実行する。
【０１４９】
　身障者仕様号機のｄ方向の運行が完了した場合（Ｓ５５でＹＥＳ）、群管理制御装置１
０の制御部１１は、身障者仕様号機の乗車率上限値として第１の乗車率上限値Ｐ１を設定
し（Ｓ５６）、ステップＳ５１の処理に戻る。
【０１５０】
　一方、身障者仕様号機の乗車率が第２の乗車率上限値Ｐ２以下でないと判断した場合（
Ｓ５３でＮＯ）、群管理制御装置１０の制御部１１は、身障者仕様号機が特定階に到着し
たか否かを判断する（Ｓ５７）。
【０１５１】
　身障者仕様号機が特定階に到着していない場合（Ｓ５７でＮＯ）、群管理制御装置１０
の制御部１１は、ステップＳ５７の判断を再度実行する。
【０１５２】
　身障者仕様号機が特定階に到着した場合（Ｓ５７でＹＥＳ）、群管理制御装置１０の制
御部１１は、身障者用乗場呼び登録装置８０に乗り込み不可情報を送信した後（Ｓ５８）
、上記のステップＳ５３の判断を実行する。ここで、ステップＳ５８で乗り込み不可情報
を送信した後においてステップＳ５３でＹＥＳと判断されるのは、身障者通過情報を受信
した時点で既に身障者仕様号機に割り当てられている上方向の特定階出発の行先階呼びの
全てに対する応答が完了して、次またはそれ以後に特定階に戻ってきた時点となる。
【０１５３】
２－２－４．身障者用乗場呼び登録装置の具体的動作
　図１９は、実施形態１における身障者用乗場呼び登録装置８０の動作を示すフローチャ
ートである。
【０１５４】
　身障者用乗場呼び登録装置８０の制御部８１は、身障者用乗場呼びボタン８５での登録
を不可能な状態に制御する（Ｓ６１）。登録を不可能な状態とは、身障者用乗場呼びボタ
ン８５を利用者が操作しても、群管理制御装置１０の制御部１１が呼び登録を受け付けず
、身障者用乗場呼びボタン８５を点灯させない状態である。
【０１５５】
　身障者用乗場呼び登録装置８０の制御部８１は、群管理制御装置１０から呼び受付依頼
情報を受信したか否かを判断する（Ｓ６２）。
【０１５６】
　呼び受付依頼情報を受信していない場合（Ｓ６２でＮＯ）、身障者用乗場呼び登録装置
８０の制御部８１は、本ステップＳ６２の処理を再度実行する。
【０１５７】
　呼び受付依頼情報を受信した場合（Ｓ６２でＹＥＳ）、身障者用乗場呼び登録装置８０
の制御部８１は、時刻Ｔとして現在時刻を設定する（Ｓ６３）。
【０１５８】
　身障者用乗場呼び登録装置８０の制御部８１は、身障者用乗場呼びボタン８５での呼び
登録を可能な状態に制御する（Ｓ６４）。呼び登録を可能な状態とは、身障者用乗場呼び
ボタン８５を利用者が操作したときに、群管理制御装置１０の制御部１１が呼び登録を受
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け付け可能な状態である。
【０１５９】
　身障者用乗場呼び登録装置８０の制御部８１は、現在時刻が、時刻Ｔに所定時間Ｔａを
加算した時刻を過ぎたか否かを判断する（Ｓ６５）。所定時間Ｔａは、セキュリティゲー
ト２０を通過した身障者がエレベータに乗車しない可能性が高いと判断される時間であり
、セキュリティゲート２０から身障者用乗場呼び登録装置８０までの距離に応じて設定さ
れ、例えば６０秒である。
【０１６０】
　現在時刻が、時刻Ｔに所定時間Ｔａを加算した時刻を過ぎた場合（Ｓ６５でＹＥＳ）、
身障者用乗場呼び登録装置８０の制御部８１は、ステップＳ６１に戻り、身障者用乗場呼
びボタン８５での呼び登録を不可能な状態に制御し、前述した以後の処理を実行する。
【０１６１】
　現在時刻が、時刻Ｔに所定時間Ｔａを加算した時刻を過ぎていない場合（Ｓ６５でＮＯ
）、身障者用乗場呼び登録装置８０の制御部８１は、身障者用乗場呼びボタン８５に対す
る操作があったか否かを判断する（Ｓ６６）。
【０１６２】
　身障者用乗場呼びボタン８５に対する操作がない場合（Ｓ６６でＮＯ）、身障者用乗場
呼び登録装置８０の制御部８１は、ステップＳ６５の判断を実行する。
【０１６３】
　身障者用乗場呼びボタン８５に対する操作があった場合（Ｓ６６でＹＥＳ）、身障者用
乗場呼び登録装置８０の制御部８１は、身障者用乗場呼びボタン８５のうち操作された上
方向呼びボタン８５ｕまたは下方向呼びボタン８５ｄを点灯させる（Ｓ６７）。図２０は
、その一例を示す図であり、本例では、上方向呼びボタン８５ｕが点灯している。
【０１６４】
　身障者用乗場呼び登録装置８０の制御部８１は、身障者仕様号機がｄ方向で特定階に到
着したか否かを判断する（Ｓ６８）。身障者仕様号機がｄ方向で特定階に到着したか否か
の判断は、例えば、群管理制御装置１０またはエレベータ制御装置４０から、身障者仕様
号機がｄ方向で特定階に到着したことを示す信号を送信してもらうこと等により行うこと
ができる。
【０１６５】
　身障者仕様号機がｄ方向で特定階に到着していない場合（Ｓ６８でＮＯ）、身障者用乗
場呼び登録装置８０の制御部８１は、本ステップＳ６８の処理を再度実行する。
【０１６６】
　身障者仕様号機がｄ方向で特定階に到着した場合（Ｓ６８でＹＥＳ）、身障者用乗場呼
び登録装置８０の制御部８１は、群管理制御装置１０から乗り込み不可情報を受信したか
否かを判断する（Ｓ６９）。
【０１６７】
　乗り込み不可情報を受信していない場合（Ｓ６９でＮＯ）、身障者用乗場呼び登録装置
８０の制御部８１は、身障者用乗場呼びボタン８５を図２１に示すように消灯させる（Ｓ
７０）。
【０１６８】
　乗り込み不可情報を受信した場合（Ｓ６９でＹＥＳ）、身障者用乗場呼び登録装置８０
の制御部８１は、身障者用乗場呼びボタン８５の呼び登録を維持して、身障者用乗場呼び
ボタン８５の点灯を継続させるとともに（Ｓ７１）、案内表示部８４に、次回の到着時に
乗車することを促す案内表示を行わせる（Ｓ７２）。図２２はこのときの登録装置８０の
案内表示部８４の表示例を示す図である。本例では、身障者用乗場呼びボタン８５の点灯
が維持されているとともに、案内表示部８４に「次回の到着時に乗車ください」との表示
が行われている。
【０１６９】
２－３．本実施形態の作用
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　本実施形態では、セキュリティゲート２０を身障者が通過したときに、群管理制御装置
１０の制御部１１に身障者通過情報が入力される。そして、身障者に適した身障者仕様号
機の乗車率上限値が、身障者通過情報が入力されてから少なくとも身障者仕様号機が身障
者の行先階に到着するまでの時間、つまり少なくとも身障者に対するサービスが完了する
までの時間（所定期間）、通常時の第１の乗車率上限値Ｐ１よりも小さい第２の乗車率上
限値Ｐ２に低下される。そのため、身障者が通過した後の所定期間の間は、身障者仕様号
機に、健常者属性の利用者の行先階呼びが割り当てられにくくなる。そのため、身障者が
エレベータ乗場に到着した際には身障者仕様号機が比較的すいた状態となりやすい。した
がって、身障者が身障者仕様号機に乗車しやすい状態が生成され、身障者の良好な乗車性
が得られる。
【０１７０】
　また、乗車率上限値を低下させるのは、身障者に対するサービス完了までの時間程度の
所定期間だけである。そのため、乗車率上限値を低下させても、輸送能力に対する影響は
限定的であり、輸送能力の低下は生じにくい。
【０１７１】
　このように本実施形態によれば、身障者に適したエレベータが設けられている場合にお
いて、輸送能力と、身障者の乗車性とを両立することができる。
【０１７２】
（実施形態についてのまとめ）
（１）実施形態１におけるエレベータの群管理制御装置１０は、身障者属性（所定属性）
を有する身障者（所定利用者）に適した仕様を有する身障者号機（所定エレベータ）を含
む複数台のエレベータ６０の運行を制御する。
　エレベータの群管理制御装置１０は、
　特定階のエレベータ乗場に至る経路上の所定位置でカードリーダ２５（情報取得部）に
より取得された利用者ＩＤ（利用者情報）に基づく行先階を複数台のエレベータ６０のう
ちのいずれかに割り当てる制御部１１を備える。
　制御部１１は、特定階からの各エレベータ６０の出発時の乗車率が乗車率上限値以下と
なるように行先階を複数台のエレベータ６０のうちのいずれかに割り当てるように構成さ
れている。
　制御部１１は、利用者ＩＤ（利用者情報）が示す利用者が身障者属性（所定属性）を有
する身障者（所定利用者）でありかつ当該身障者（所定利用者）が所定位置を通過したこ
とを示す身障者通過情報（所定利用者通過情報）が入力されたときは、身障者（所定利用
者）の身障者仕様号機（所定エレベータ）への乗車を前提として、身障者仕様号機（所定
エレベータ）の乗車率上限値を、所定期間、通常時の第１の乗車率上限値Ｐ１よりも小さ
い第２の乗車率上限値Ｐ２に低下させる。
【０１７３】
　これにより、身障者属性（所定属性）を有する身障者（所定利用者）に適したエレベー
タを設けた場合において、輸送能力と身障者（所定利用者）の乗車性とを両立できる。
【０１７４】
（２）実施形態１におけるエレベータの群管理制御装置１０において、
　身障者通過情報（所定利用者通過情報）は、所定位置で利用者ＩＤ（利用者情報）が取
得された直後に制御部１１に入力され、
　所定期間は、制御部１１に身障者通過情報（所定利用者通過情報）が入力されてから、
少なくとも身障者仕様号機（所定エレベータ）が身障者（所定利用者）の行先階に到着す
るまでの期間である。
【０１７５】
　これにより、身障者がエレベータ乗場に到着する前の早い段階から少なくとも利用者が
行先階に到着するまでの間は、乗車率上限値が通常時の第１の乗車率上限値Ｐ１よりも小
さい第２の乗車率上限値Ｐ２に低下される。そのため、身障者の乗車性だけでなく降車性
についてもより向上させることができる。
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【０１７６】
（３）実施形態１におけるエレベータの群管理制御装置１０において、
　制御部１１は、利用者ＩＤ（利用者情報）が入力された直後の身障者仕様号機（所定エ
レベータ）の特定階からの出発時の乗車率が第２の乗車率上限値Ｐ２よりも大きい場合、
次回の出発時に乗車するよう案内表示部８４（所定報知部）から報知させる。
【０１７７】
　これにより、身障者が、乗車しにくい状態の身障者仕様号機（所定エレベータ）に無理
に乗車しようとすることが抑制される。そのため、無理な乗車による身障者仕様号機（所
定エレベータ）の出発の遅延及び輸送能力の低下が抑制される。また次回以降には身障者
仕様号機は乗車率上限値Ｐ２以下で到着するため、乗車性が向上する。
【０１７８】
（４）実施形態１におけるエレベータの群管理制御装置１０において、
　制御部１１は、身障者通過情報（所定利用者通過情報）が入力された場合、その後、所
定位置よりも身障者仕様号機（所定エレベータ）に近い位置に配置された身障者用乗場呼
び登録装置８０（上下方向乗場呼び登録部）で上下方向乗場呼びが登録された場合に、身
障者仕様号機（所定エレベータ）を特定階からの上下方向乗場呼びに応答させる。
【０１７９】
　これにより、身障者（所定利用者）の乗場への到着タイミングに応じて身障者仕様号機
（所定エレベータ）を応答させることができる。
【０１８０】
（５）実施形態１におけるエレベータの群管理制御装置１０において、
　制御部１１は、身障者通過情報（所定利用者通過情報）が入力されてから所定時間Ｔａ
（第１の所定時間）の間に身障者用乗場呼び登録装置８０（上下方向乗場呼び登録部）で
の上下方向乗場呼びの登録がなかった場合、乗車率上限値を第２の乗車率上限値Ｐ２から
第１の乗車率上限値Ｐ１に戻す。
【０１８１】
　これにより、例えば身障者属性（所定属性）を有する利用者がエレベータ６０に乗車し
ない場合や乗車をとりやめた場合等に、いつまでも乗車率上限値が第２の乗車率上限値Ｐ
２に低下した状態で維持されることがない。つまり、所定時間Ｔａ（第１の所定時間）が
経過すると、乗車率上限値が第１の乗車率上限値Ｐ１に戻ることにより、身障者仕様号機
（所定エレベータ）に対して健常者を通常通り割り当てることが可能となる。そのため、
輸送能力の低下を抑制できる。
【０１８２】
（６）実施形態１におけるエレベータの群管理制御装置１０において、
　制御部１１は、身障者通過情報（所定利用者通過情報）が入力されたときに、身障者用
乗場呼び登録装置８０（上下方向乗場呼び登録部）に、上下方向乗場呼びの登録を受け付
けることを依頼する呼び受付依頼情報を送信し、
　身障者用乗場呼び登録装置８０（上下方向乗場呼び登録部）は、呼び受付依頼情報を受
信したときに、上下方向乗場呼びの登録を可能とし、呼び受付依頼情報を受信してから所
定時間Ｔａ（第２の所定時間）が経過したときに、上下方向乗場呼びの登録を不可能とす
る。
【０１８３】
　これにより、身障者用乗場呼び登録装置８０（上下方向乗場呼び登録部）による呼びの
登録は所定時間Ｔａ（第２の所定時間）の間のみ可能となる。そのため、身障者用乗場呼
び登録装置８０（上下方向乗場呼び登録部）においていたずら等で呼びの登録が行われる
ことを極力抑制できる。
【０１８４】
（７）実施形態１におけるエレベータの群管理システムは、
　エレベータの群管理制御装置１０と、
　所定位置にカードリーダ２５（情報取得部）を備え、カードリーダ２５（情報取得部）
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により利用者ＩＤ（利用者情報）を取得し、利用者ＩＤ（利用者情報）に基づいて利用者
の行先階を示す行先階情報または身障者通過情報（所定利用者通過情報）を群管理制御装
置１０に出力するセキュリティサーバ１００（利用者情報取得装置）と、を備える。
【０１８５】
　これにより、エレベータの群管理制御装置１０とセキュリティサーバ１００（利用者情
報取得装置）とを有するエレベータの群管理システムにおいて、上述の効果が得られる。
（８）実施形態１におけるエレベータの群管理システムにおいて、
　セキュリティサーバ１００（利用者情報取得装置）は、
　　利用者ＩＤ（利用者情報）に対応付けて行先階情報を記憶する記憶部１０２（行先階
記憶部）と、
　　利用者の所持するＩＤカード（識別媒体）から利用者ＩＤ（利用者情報）を取得する
カードリーダ２５（情報取得部）と、
　　制御部１０１（取得制御部）と、を備える。
　制御部１０１（取得制御部）は、
　　カードリーダ２５（情報取得部）で取得された利用者ＩＤ（利用者情報）が、当該利
用者ＩＤ（利用者情報）に対応する利用者が身障者属性（所定属性）を有する身障者（所
定利用者）でないことを示しているときは、カードリーダ２５（情報取得部）で取得され
た利用者ＩＤ（利用者情報）に対応する行先階情報を記憶部１０２（行先階記憶部）から
読み出して、読み出した行先階情報を群管理制御装置１０に出力し、
　　カードリーダ２５（情報取得部）で取得された利用者ＩＤ（利用者情報）が、当該利
用者ＩＤ（利用者情報）に対応する利用者が身障者属性（所定属性）を有する身障者（所
定利用者）であることを示しているときは、カードリーダ２５（情報取得部）で取得され
た利用者ＩＤ（利用者情報）が示す利用者が身障者属性（所定属性）を有する身障者（所
定利用者）でありかつ当該身障者（所定利用者）が所定位置を通過したことを示す身障者
通過情報（所定利用者通過情報）を群管理制御装置１０に出力する。
【０１８６】
　これにより、セキュリティサーバ１００（利用者情報取得装置）において利用者ＩＤ（
利用者情報）に基づいて適切に行先階情報や身障者通過情報（所定利用者通過情報）を群
管理制御装置１０に出力することができる。
【０１８７】
（９）実施形態１におけるエレベータシステムは、
　複数台のエレベータ６０と、
　エレベータの群管理システムと、を備える。
【０１８８】
　これにより、複数台のエレベータ６０とエレベータの群管理システムとを有するエレベ
ータシステムにおいて、上述の効果が得られる。
【０１８９】
（その他の実施形態）
　前記実施形態では、案内部は、案内表示部８４である。しかし、案内部は、図２３に示
すような、音声で案内を行う音声案内部１８４であってもよい。
【０１９０】
　前記実施形態では、群管理制御装置１０の制御部１１は、セキュリティゲート２０のゲ
ート表示器７０に、身障者用案内情報を送信し（Ｓ４１）、ゲート表示器７０において身
障者用案内情報を表示させる。しかし、ステップＳ４１を省略し、身障者用案内情報を送
信せず、ゲート表示器７０において身障者用案内情報を表示させなくてもよい。
【０１９１】
　前記実施形態では、本発明における所定利用者として、身障者属性を有する利用者を例
示した。しかし、本発明における所定利用者は、これに限定されない。所定利用者は、乗
車に際して一般利用者よりも広いスペースを必要とする属性を有する利用者や、乗車率が
小さい状態で乗車することが好ましい属性を有する利用者であればよい。例えば、所定利
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用者は、ＶＩＰ（Ｖｅｒｙ　Ｉｍｐｏｒｔａｎｔ　Ｐｅｒｓｏｎ）であってもよい。これ
により、ＶＩＰ属性を有する利用者がセキュリティゲートを通過したときに、所定エレベ
ータの乗車率を低下させることができ、これにより、ＶＩＰがゆったりとエレベータに乗
車できる環境を実現できる。この場合、第２の乗車率上限値Ｐ２として３０％よりもさら
に小さい値、例えば０％を設定すれば、ＶＩＰがより快適に乗車できる環境を実現できる
。また、利用者ＤＢにおいて３種類以上の利用者属性を設定可能とし、利用者属性に応じ
て第２の乗車率上限値Ｐ２を異ならせるようにしてもよい。例えば、身障者属性の場合は
第２の乗車率上限値Ｐ２として３０％を設定し、ＶＩＰ属性の場合は第２の乗車率上限値
Ｐ２として０％を設定する。
【０１９２】
　前記実施形態では特定階にのみ行先階登録方式が適用され、その他の階では、上下方向
乗場呼び登録方式が採用されている。しかし、本発明は、２以上の階床あるいは全階床に
行先階登録方式が採用されて（行先階登録装置が配置されて）いる場合にも適用可能であ
る。
【０１９３】
　前記実施形態では、特定階は１階のロビー階であり、特定階の下に地下１階が存在する
場合について説明した。この場合、地下１階で上方向の乗場呼びを登録して乗車し、特定
階（１階）を通過してさらに上の階に行く利用者や、特定階（１階）よりも上の階で下方
向の乗場呼びを登録して乗車し、特定階を通過して地下１階に行く利用者も存在する。し
かし、エレベータの利用は、特定階で乗車し、または特定階で降車する利用の割合が大き
いため、特定階での行先階登録にのみ基づいて各号機の乗車率を求めても大きな誤差は生
じにくい。そのため、特定階にのみ行先階登録方式が採用されている場合でも、前記実施
形態で説明した、身障者に対する、呼び個数に基づいて求めた乗車率による制御を適切に
行うことができる。また、前述したように、乗車率はかごの荷重に基づいて求めてもよい
ので、乗車率に基づく身障者に対する上記の制御を適切に行うことができる。
【０１９４】
　また、本発明は、特定階（１階）の下に地下階が存在しない場合にも適用可能である。
この場合、特定階（１階）の身障者用乗場呼び登録装置８０の下方向呼びボタン８５ｄは
不要である。特定階の下に地下階が存在しない場合には、特定階で登録される新規上下方
向乗場呼びは上方向の呼びのみであり、また、特定階において下方向の利用者は全て降車
する。そのため、行先階登録装置３０が特定階以外に設けられていない場合でも、身障者
に対する、呼び個数に基づいて求めた特定階（１階）での乗車率に基づく身障者仕様号機
の制御を正確に行うことができる。
【０１９５】
　前記実施形態では、制御部１１、２１、３１、４１、７１、８１、１０１は、ＣＰＵ、
ＭＰＵ等を利用して構成され、記憶部１２、２２、３２、４２、７２、８２、１０２から
読み出したプログラムに基づいて種々のデータ等を利用して演算処理を行うことにより、
各種の機能を実現している。つまり、各制御部１１、２１、３１、４１、７１、８１、１
０１は、ハードウェアとソフトウェアとの協働により実現されている。しかし、各制御部
１１、２１、３１、４１、７１、８１、１０１は、例えば、ハードウェア（電子回路）の
み、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ等を利用して構成してもよい。
【０１９６】
　前記実施形態では、ネットワークＮＷはＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）であり、入出力
インタフェース１３、２３、２４、３３、４３、７３、８３、１０３はＬＡＮアダプタ等
を利用して構成されている。しかし、ネットワークＮＷは、例えばＩＥＥＥ規格に準拠し
た無線ＬＡＮであり、入出力インタフェース１３、２３、２４、３３、４３、７３、８３
、１０３は無線ＬＡＮアダプタ等を利用して構成されてもよい。
【符号の説明】
【０１９７】
１０　群管理制御装置
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１１　制御部
１２　記憶部
１３　入出力インタフェース
２０、２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ　セキュリティゲート
２０ａ　ゲート本体
２０ｉ　入口
２０ｅ　出口
２１　制御部
２２　記憶部
２３　入出力インタフェース
２５　カードリーダ
２６　第１センサ
２７　第２センサ
２８　ゲートフラッパ
３０、３０Ａ～３０Ｚ　行先階登録装置
３１　制御部
３２　記憶部
３３　入出力インタフェース
３４　表示部
３５　操作部
４０、４０Ａ～４０Ｆ　エレベータ制御装置
４１　制御部
４２　記憶部
４３　入出力インタフェース
６０、６０Ａ～６０Ｆ　エレベータ
７０　ゲート表示器
７１　制御部
７２　記憶部
７３　入出力インタフェース
７４　表示部
８０　身障者用乗場呼び登録装置
８１　制御部
８２　記憶部
８３　入出力インタフェース
８４　案内表示部
８５　身障者用乗場呼びボタン
８５ｕ　上方向呼びボタン
８５ｄ　下方向呼びボタン
９１　一般用乗場呼びボタン
９２　身障者用乗場呼びボタン
１００　セキュリティサーバ
１０１　制御部
１０２　記憶部
１０３　入出力インタフェース
１８４　音声案内部
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